
福岡労働局 

 
【ハローワーク小倉】 

  
 

【業務内容】 
働く人々が健康で安心して働き、多様な個性や能力を発揮できる職場をつくるとともに、働く人々の職業の

安定を図り、その家族が豊かでゆとりのある生活を送れるよう、主に次の４つの分野に関する各種の労働関係

施策を実施しています。 

  ○ 労働基準行政・・・長時間労働対策、適正な労働条件の確保・改善対策、労働災害の防止や健康の保持増進対策、労働災害

に被災した労働者に対する労災保険の給付など 

  ○ 職業安定行政・・・仕事を探している方（求職者）と人材を求めている事業主（求人者）を結びつける職業相談・職業紹介、

労働者が失業した場合の失業給付の支給、障害者・高齢者の雇用促進対策など 

  ○ 雇用均等行政・・・雇用分野における男女の均等な機会及び待遇の確保、育児・介護休業制度等の定着促進、労働者が仕

事と育児・介護とを両立できるようにするための支援など 

  ○ 人材開発行政・・・再就職に必要な技能を身に付けるためのハロートレーニング（公的職業訓練）や、仕事に就いている

人のスキルアップ支援などの業務 

【職員数】 約 740 名（令和７年１０月１日現在） 

【勤務地・転勤・昇進】 
 概ね２年から３年毎の定期的な人事異動により、労働局、労働基準監督署又はハローワークにおいて、さま

ざまな業務を経験し、労働行政全般についての知識を身に付けていただきます。 

なお、人事異動については、採用された労働局内で行うため、原則として県外への異動はありませんが、希

望する方は、厚生労働省本省や他の労働局で勤務する可能性があります。 

 

【先輩からのメッセージ】令和７年度採用 一般職（行政） 
 

私は、福岡東労働基準監督署の労災第二課で、労働保険の成立や保険料の

申告に関する業務と、労災事故で後遺症が残った方への保険給付に関する業

務を担当しています。どちらの業務も判断基準や処理方法が細かく定められて

いるため、覚えるべきことは多いですが、困ったときは周りの上司や先輩が助

けてくれるので、安心して業務に取り組むことができています。また、福岡労働

局は組織全体で有給休暇の取得や超勤時間の削減を推進しているため、私生

活と仕事の両立がしやすいことも魅力のひとつです。皆さんと一緒に働ける日

を楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】
 

【福岡東労働基準監督署】 

 

 

私は現在、ハローワーク小倉で、窓口での職業相談や職業紹介、ミドルシニアを

対象としたセミナーの実施などの業務を担当しています。最初は、求職者の方の

相談に乗ることへの不安も大きかったですが、上司や先輩など周りの方々がと

ても丁寧に寄り添って教えてくださり、困ったときにはすぐに相談できる温かい

雰囲気のおかげで、少しずつ自信を持って対応できるようになりました。 

職業相談は、相手の人生に関わる責任もあるため、難しく感じることも多いで

すが、担当した方の就職が決まったときの喜びは大きく、やりがいを感じていま

す。皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています！ 

 

厚生労働省 
（九州・沖縄ブロック労働局） 

福岡労働局総務部総務課人事係 
（所在地）：〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-11-1 福岡合同庁舎新館５階 
（ＴＥＬ）： (092) 411－4741  
（ＵＲＬ）：https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/home.html 


